福岡県ひとり暮らし高齢者等見守り活動に関する表彰要綱

　（目的）
第１条　この表彰は、ひとり暮らし高齢者等見守り活動（以下「見守り活動」という。）において、その功績が特に優秀な団体及び事業者を表彰することにより、見守り活動を促進することを目的とする。

　（被表彰者の範囲）
第２条　他の模範と認められる又は先駆的な見守り活動を実施している民生委員や自治会役員、福祉委員等で構成される見守り活動チーム等の団体及び事業者とする。

　（表彰）
第３条　表彰は、知事が行うものとする。

　（被表彰候補者の推薦）
第４条　市町村長は、別に定める様式により被表彰候補者の推薦を別に定める期日までに知事に行うものとする。

　（被表彰者の決定）
第５条　被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者について、選考委員会において審査し、決定する。
２　知事は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうち前項以外の者に対して、その功績が特に優秀な場合は、感謝状を授与することができる。
３　選考委員会の構成は、次のとおりとする。
　(1) 保健医療介護部長
　(2) 保健医療介護部次長
　(3) 保健医療介護部医監
　(4) 保健医療介護総務課長
　(5) 高齢者地域包括ケア推進課長
　(6) 福祉総務課長
　(7) 福岡県社会福祉協議会会長が指名する者
　(8) 福岡県民生委員児童委員協議会会長が指名する者
[bookmark: _GoBack]　(9) 福岡県老人クラブ連合会会長が指名する者
４　選考委員会の会長は保健医療介護部長とし、選考委員会は会長が招集し主宰する。

　（補則）
第６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高齢者地域包括ケア推進課長が別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、平成24年12月25日から施行する。

　　　附　則
　この要綱は、平成26年９月11日から施行する。

　　　附　則
　この要綱は、平成27年11月17日から施行する。

　　　附　則
　この要綱は、平成28年１月19日から施行する。
